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和歌山県橋本市議会 

重複質問の調整（仮通告の導入）について 

議選監査委員の廃止について 
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（概要） 

別紙のとおり 

（所感） 

別紙のとおり 

１．報告書は、視察・研修終了後１カ月以内に提出してください。 

２．概要、所感については、別紙を添付してください。 

３．所感には、１行目の右端に委員名を記載してください。 



（概要） 

議会運営委員会視察研修報告書 

 

議会運営委員長 大 滝 文 則 

 

議会運営委員会の大きな役割の一つとして、市民にとってあるべき「議会改革」

を進めていくことであると考えられます。常に問題意識を持って、議会活動の活

性化や議員活動の透明性について、また開かれた議会、市民の信頼を得る議会・

議員として、様々な規定や規則等について、時代に合わせた見直しを検討し改正

する事が必要であると考えるところであります。 

そうした中で、今回和歌山県の橋本市議会及び新宮市議会において視察研修

を行いました。 

 

和歌山県橋本市議会：令和６年７月２９日（月） 

 

【重複質問の調整（仮通告の導入）について】 

１．仮通告導入前の一般質問 

◇運用上の問題点 

・同じ定例会において重複した質問があった（傍聴者から、同じような質問を

なぜするのかという意見があった） 

・通告後から一般質問当日までのすり合わせ期間が短い 

２．仮通告の導入（Ｈ２３．１） 

 市議会申し合わせを改正 

・仮通告を定例会開会前の議会運営委員会開催日（定例会開会日の一週間前）

までに提出 

※仮通告⇒少なくとも大項目（質問項目）を記載しているもの（質問要旨

など詳細内容までは書かなくてもよい） 

・通告を定例会開会日の５日前（休日はその前日）の正午までに事前通告とし

て提出 

※事前通告⇒大項目、中項目、質問要旨など記載されたもので、開会後に本

通告として受け付ける 

効果 

・議会運営委員会において各議員の質問項目を確認することで、重複質問を

解消（仮通告の段階で質問が重複していた場合でも、質問者間で調整後、

事前通告として提出） 

・開会前に事前通告締切日を設定することで、十分なすり合わせが可能に 

 ◇仮通告の運用を一部改正（Ｈ２８．１） 

  ・仮通告をやめ、事前通告のみに 

→事前通告締め切り後、議長、副議長、議会運営委員会の正副委員長にお

いて重複質問の有無を確認し、重複があれば質問者間で協議・調整 

 

 



３．橋本市議会申し合わせの改正経過 

橋本市議会申し合わせ中の、本会議の運営に関すること（一部抜粋） 

Ｈ１８．３．１ 

〇通告の締め切りは、開会日翌日の正午とする。 

    ⇓ 

Ｈ２３．１．５改正 

〇仮通告は、一般質問の重複を確認するため、定例会開会前に開催される議

会運営委員会当日の午前９時までに議長に提出するものとし、少なくとも

質問の大項目を記載する(議会運営委員会において重複質問の有無につい

て確認し、重複している場合は、質問者間で協議する。（Ｈ２３年 1 月５

日改正） 

〇通告は、定例会開会日の５日前（休日の場合はその前日）の正午までに事

前通告とし提出する（開会後、事前通告を本通告として受け付ける。）ま

た、仮通告以降の大項目は原則認めない（Ｈ２３年 1月５日改正） 

    ⇓ 

Ｈ２８．１．８改正 

〇仮通告は、一般質問の重複を確認するため、定例会開会前に開催される議

会運営委員会当日の午前９時までに議長に提出するものとし、少なくとも

質問の大項目を記載する。（議会運営委員会において重複質問の有無につ

いて確認し、重複している場合は、質問者間で協議する。（Ｈ２３年 1 月

５日改正） 

〇通告は、定例会開会日の５日前（休日の場合はその前日）の正午までに事

前通告として提出する（開会後、事前通告を本通告として受け付ける。）

また、事前通告以降の大項目の追加は原則認めない（Ｈ２８年 1月８日改

正） 

 

 

【議選監査委員の廃止について】 

１．検討経過 

①地方自治法等の一部を改正する法律が成立し、議選監査委員の選任の義務 

付けが緩和（Ｈ２９．６．９公布、Ｈ３０．４．１施行） 

②議会運営委員会（Ｈ３０．７．９～） 

・地方自治法が改正されたことを受け、議選監査委員の在り方について検討を

開始 

・３回にわたり本委員会を開催し、各会派の検討結果を踏まえて協議し方向性

を決定。（議選監査委員を置かない方向で決定） 

③本会議（Ｈ３０．１２．１４） 

・監査委員条例及び報酬及び費用弁償等支給条例の一部改正を提案し、全会一

致で可決 

２．議会運営委員会での主な意見等 

・慣例的に前議長が充て職により（２期続けて議長に就任した場合、都度検討）

議選監査委員に就任していたなかで、問題があったのか 



・申し合わせにより任期が２年（＝議長の任期）と短いため、専門性を担保す

ることは困難である 

・本市では監査委員は２名とされていることから、監査委員の知識・ノウハウ

を継承するためには、議選監査委員を置かない方がいいのでは 

・監査で得られる情報は、議会の監査機能を高めるために有益である一方で、

個人情報が含まれる内容もあることから、守秘義務を課せられている監査委

員の立場として、得られた情報の取り扱いに苦慮する場面もあるのではない

か（議会審議に生かせるか等） 

３．議会運営委員会での結論 

・監査委員の独立性及び専門性をより担保するため、議員のうちから監査委員

に就任しないことを決定 

 

主な質疑 

 

○重複質問の調整（仮通告の導入）について 

Ｑ：仮通告の導入の経緯・背景について 

Ａ：大きな行政課題に対し、重複質問が生じたことで同じやり取りを防ぐため。 

多くの議員（今ではほとんど全員）が通告するようになったことで、当局の

対応が時間的に難しくなったことから、当局の要請に応えるかたちで開会前

の通告（仮）となった 

Ｑ：一般質問の実施日までの流れ（各議員の通告締切日、重複した場合の調整日、

調整する者）はどうなっているのか 

Ａ：各議員の通告締切日：開会３開庁日前の正午 

重複した場合の調整：同日の午後１時３０分より 

  調整する者：正副議長、正副議会運営委員長 

Ｑ：毎定例会、何件程調整しているのか 

Ａ：平均すると３、４つ程度重複するので、延べ６人から８人が調整 

Ｑ：連続した定例会で質問が重複する場合は調整対象となるのか 

Ａ：調整対象とはしていない 

 

○議選監査委員の廃止について 

Ｑ：議選監査委員の廃止の経緯・背景について 

Ａ：前議長が就任する申し合わせとなっていたが、議選の監査委員が行なった監

査に対し、決算審査の際などで厳しく指摘することが、はばかられる部分も

あったと考える。 

Ｑ：議選監査委員に求められていた「実効性のある監査」についてどう評価して

いたか。 

Ａ：かつては２年ずつ前議長が就任してきたが、監査の専門家と比べて、監査に

関する力量は常に必要十分であったとは言い難い。 

Ｑ：議選監査委員の廃止に伴い、個別外部監査制度を導入しているか。 

Ａ：導入していない。 

Ｑ：議選監査委員を廃止し数年経過したが、課題等はあるか。 



Ａ：市の監査委員が細部にわたり、より適切な行政運営に資する助言・指摘をし

ていただいている。 

１８人全員が監査委員であるかのように決算・予算審査等の中で、１８人の

様々な視点で多くの指摘をしており、監視機能を発揮している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県新宮市議会：令和６年７月３０日（火） 

 

新宮市政治倫理条例の経緯 

令和３年 

３月２４日 

３月議会閉会日に、榎本議員が発案者となり、竹内議員を含

む３名の賛成者と共に、政治倫理条例策定に関する調査・研究

を行うため『政治倫理条例策定特別委員会の設置について』が

提案され全会一致で可決となる。（委員定数：６人） 

同日、第１回目の政治倫理条例策定特別委員会が開催され、

正副委員長を互選する。 

委員長：榎本鉄也議員 副委員長：竹内弥生議員 

４月８日 

２回目 

特別委員会の進め方、条例の対象者について議論。 

事務局より紹介した政治倫理条例（モデル条例）を参考に



し、政治倫基準から考えていくこととする。 

条例対象者には、市三役（市長・副市長・教育長）も含める

こととし、次回からは当局職員（総務課）に出席してもらうこ

ととする。 

その他、事務局より和歌山県内各市の政治倫理条例の制定

状況、地方議会・議員のあり方に関する研究会関係資料を紹

介。 

４月２８日 

３回目 

『政治倫理基準』の内容をメインに議論。以下の事項につい

て、大まかに決定する 

・公職として疑惑を持たれる行為の禁止 

・人権尊重（ハラスメント、その他人権侵害に係る行為の禁止） 

・団体等の役職就任は必要最小限とすること 

５月１８日 

４回目 

『請負、指定管理』の遵守事項をメインに議論。以下の事項に

ついて、大まかに決定する。 

・企業における公職者本人の身分を明確化し、該当する役員等

であれば市の事業の請負を禁止⇒（後日の協議で、努力義務

とする） 

・指定管理についても、該当する役員等であれば同様に禁止 

・親等規制は設けない 

６月２１日 

５回目 

『政治倫理審査会』及び『市民の調査請求権』について、新宮

市と人口、地理的条件の類似した４自治体の条例、政治倫理審

査会の状況を参考に議論。以下の事項について、大まかに決定

する。 

・政治倫理審査会は、市長の諮問機関とする 

・政治倫理審査会の審査内容、委員数、任期、選出基準 

・市民の調査請求の条件（有権者の１００分の１の連署等） 

７月２１日 

６回目 

前回までの委員会の議論、及び正副委員長と事務局との協

議で決定した条文案を提示し、議論を行う。 

市との請負に関し、『実質的に経営に携わっている企業』に

該当する報酬額について、委員から疑義が出されたため、次回

までに定義を決めることにする。 

その他、施行規則について、条例施行日までに正副委員長と

事務局、総務課で協議し作成することを確認する。 

９月１日 

７回目 

前回までの委員会の議論を踏まえ、正副委員長と事務局で

まとめた条例案を提示。前回の議論にあった、実質的経営企業

の報酬額については、明確な根拠の提示の難しさなどもあり、

条例施行後も混乱が生じる可能性が否定できないため、条文

の削除を決定。 

その他、文言の微修正を行う。 

９月７日 全議員参加による議員総会を開催。 

特別委員会で議論した条例案を提示し、委員会所属外議員



から意見を聞く。 

複数の議員から、市民の調査請求の条件を緩和すべきとの

意見が出され、全議員で協議した結果『１００分の１』から『２

００分の１』に修正する。 

９月３０日 

８回目 

榎本委員長の議長就任に伴う委員辞任により、委員長を互

選する。結果、竹内副委員長が委員長となり、欠員となった副

委員長も互選する。 

市三役が出席し、政治倫理条例について協議。条例４条第４

号において、市長等には除外規定も設けられていることから、

市長側からは特段異論なし。 

条例第４条の役職就任規制（第４号～第６号）について、委

員から様々な意見が出たため、引き続き議論することとなる。 

１０月１２日 

９回目 

条例第４条の役職就任規制について、現在議員が就任して

いるもの、条例施行後の就任可否について具体的な事例を改

めて提示し、委員間の共通認識を図る。 

委員中より、会派所属議員と情報共有をしてから、委員会発

案とするか決めたいとのことで、発案については次回に持ち

越し。 

１１月８日 

１０回目 

前回までの議論を基に修正した条例案を提示。委員から異

論が出ず、委員会発案として１２月議会定例会に提出するこ

とを決定。 

１１月１７日 

 

議員総会を開催。 

委員会の条例案を委員会所属外議員に提示する。 

議員中より、第４条第４号の対象範囲の緩和、第５条及び第

６条に親等規制を設けるべきとの意見が出されるが、委員会

としての結論は決まっているため修正せず。 

１２月１６日 

 

１２月定例会の閉会日、特別委員会委員長より『新宮市政治

倫理条例』を提出。全会一致で可決となる。 

同日、新宮市政治倫理条例が公布される。 

令和５年 

３月２４日 

市当局（総務課）より、政治倫理条例施行規則を公布。 

施行日は５月 1日。 

５月 1日 議員の改選による新任期開始。 

新宮市政治倫理条例、新宮市政治倫理条例施行規則の施行。 

５月１１日 議員懇談会を開催。 

初当選の議員が６名いたこともあり、事務局より政治倫理

条例についての説明を行う。 

その後、条例施行日から３０日以内に、全議員から政治倫理

条例遵守宣誓書が提出される。 

６月２７日 第１回目の新宮市政治倫理審査会開催 

政治倫理審査会委員となった５名の有識者に、市長から委

嘱状を公布する。 



９月３０日 政治倫理条例施行規則の見直しを行う。 

内容は、調査請求をみだりにされないよう、署名の期間の厳

格化、地方自治法に合わせた形で調査請求署名簿様式の改正、

署名簿の縦覧期間の追加。 

 

 

市が設置している委員会等への議員就任一覧（第４条第５号関係） 

名称 
就任議員数 

（選出方法） 
就任根拠 所属 

条例施行後 

の就任状況 

都市計画審議会 
３名 

（議長推薦） 

新宮市都市計画

審議会条例 
市議会の議

員 
〇 

民生委員推薦会 

２名 

（議長、教育

民生委員会委

員長） 

新宮市民生委員

推薦会規則 本市の議会

の議員 
〇 

国民健康保険運

営協議会 

３名 

（議長推薦） 

新宮市国民健康

保険条例 
公益を代表

する者 
× 

新宮市子ども・

子育て会議 

１名 

（教育民生委

員会委員長） 

新宮市子ども・

子育て会議設置

要綱 

学識経験者 × 

新宮市ごみ減量

等推進審議会 

１名 

（教育民生委

員会委員長） 

新宮市廃棄物の

処理及び清掃に

関する条例 

学識経験者 × 

新宮市健康づく

り計画委員会 

１名 

（教育民生委

員会委員長） 

新宮市健康づく

り計画委員会条

例 

学識経験者 × 

新宮市地域包括

支援センター運

営協議会 

１名 

（教育民生委

員会委員長） 

新宮市地域包括

支援センター運

営協議会設置要

綱 

学識経験者

等 
× 

新宮市介護保険

事業計画等策定

委員会 

１名 

（教育民生委

員会委員長） 

新宮市介護保険

事業計画等策定

委員会設置要綱 

学識経験者 × 

・条例施行前に議員が就任していた委員会等について記載。 

・【〇】は、条例施行後も就任しているもの 

・【×】は、条例施行後は就任をやめたもの 

・条例又は規則により就任を求められる場合でも、「公益を代表する者」、「学識

経験者」の場合は議員である必要がないため、就任していない。 

 

 



請負契約等（請負契約・業務委託契約・物品購入契約）の範囲（第５条関係） 

注）以下の表は、基本的な考え方をまとめたものであり、ケースによって、個別

に判断する必要があります。 

①市長等及び議員個人 

③市長等及び議員が実質的に経営に携わっている企業（※３） 

 

金額に関係なく（※５） 

単発的な 

契約（※１） 

継続的な 

契約 
下請負 

地方自治法 〇 × 〇（※２） 

新宮市政治 

倫理条例 
〇 × ×（努力） 

②市長等及び議員が役員をしている法人又は団体 

③市長等及び議員が実質的に経営に携わっている企業（※３） 

 

地方公共団体に対する請負量が当該法人全体の業務量の 

５０％（※４）未満 ５０％（※４）以上 

単発的な

契約(※

１) 

継続的 

な請負 
下請負 

単発的な

契約(※

１) 

継続的 

な請負 
下請負 

地方 

自治法 
〇 〇 〇(※２) 〇 × 〇(※２) 

新宮市 

政治倫理 

条例 

〇 
× 

（努力） 

× 

（努力） 
〇 × 

× 

（努力） 

（※１）：行政実例（昭和２７年８月分２０日自行業発第４号） 

    ⇒売買契約のごとき単なる一取引は「請負」には該当しないものである。 

（※２）：行政実例（昭和２７年１１月２７日自丙行発第４６号） 

    ⇒当該地方公共団体に対して直接請負をすることを禁止しているもの

であるから、これに該当しない。 

（※３）：地方自治法に明文規定なし。新宮市政治倫理条例で追加規定するもの。 

（※４）：行政実例（昭和３２年５月１１日自丁行発第６３号 

⇒団体等に対する請負額が５０％以上を占めるような場合は明らかに

法に該当するものと解される。 

（※５）：地方自治法施行令の一部改正（令和５年３月１日）により、地方公共

団体の議会の議員個人による当該地方公共団体に対する請負の規制

の対象から除外される、各会計年度において支払を受ける当該請負

の対価の総額の上限は、３００万円とすることとされた。【令和５年

３月追記】 

 

 

 

 



指定管理者の指定の範囲（第６条関係） 

 
市長等及び議員 

（個人）（※１） 

市長等及び議員が 

役員をしている 

法人又は団体 

実質的に経営に 

携わっている企業 

地方自治法  〇（※２） 〇（※２） 

新宮市政治 

倫理条例 
 × × 

（※１）：地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、指定管理者の範囲は

「法人その他の団体」と規定されているため、個人を指定管理者として

指定することはできない。 

（※２）：指定管理者の「指定」は、行政処分の一種とされており、法律上「契

約」ではない。また、議会の議決を経た上で、地方公共団体に代わって

行うものであり、地方公共団体と指定管理者との間に取引関係が成立

するものではないため、「請負」には当たらないと解されることから、

地方自治法の兼業禁止規定は適用されない。 

 

主な質疑 

 

Ｑ：全議員の内、何割程度の議員が本条例で規制する役員等に就任していたのか。

また、具体的にどのような団体等、委員会委員に就任していたのか。 

Ａ：定数１５人の半数以上の議員が市の委員会等の充て職、補助金を受ける自治

会の会長などに就任していた。 

Ｑ：経過措置の猶予期間内で、スムーズに役員交代等が行われたか。 

Ａ：市の委員会等については、条例公布後、事務局から就任規制の対象となる委

員会等や猶予期間について個別に担当課に連絡したこともあり、スムーズ

に行われた。また、民間関係の団体等については、トラブル等があったとい

う話は確認されていないため、スムーズに行われたと認識している。 

Ｑ：条例制定について、議会側、執行部側のどちら側からの要望が大きかったか。 

Ａ：議会側の要望（委員会での議論の結果）となる。 

  執行部からは、条例制定に当たり市長等の充て職の緩和の希望があったた

め、第４条第４号に除外規定を設けた。 

Ｑ：条例の対象者を、議員のみとする議論はあったか。 

Ａ：委員長から、市長等も含めた条例で進めるべきとの意見があり、特段異論も

なく進行したため、議員のみとする議論は出なかった。 

Ｑ：第４条第４号の「団体等の代表」に自治会長は該当するのか。 

Ａ：市から補助金等を受けている自治会であれば、該当する。（新宮市の場合、

自治会へ防犯灯設置や電気料金の補助をしているので、ほぼ全ての自治会

長が該当すると思う。 

Ｑ：第４条第６号の「団体等」は、具体的にどういったものを想定しているのか。 

Ａ：公共的な活動を行う団体（商工会議所・観光協会・社会福祉協議会等の役員）、 

任意団体（町内会・自治会の会長職以外の役員、第４条第４号に関連し、市

から補助を受けている団体等（趣味サークルなど）の役員等を想定している。 



Ｑ：第９条の規定により、市民から調査請求された事例はあるか。 

Ａ：現時点で請求事例はない。 

Ｑ：条例施行から１年が経過したが、課題等はあるか。 

Ａ：第４条第６号に関して、個々の議員に判断を任せているため、役職就任に対

しての考え方に差異がある可能性がある。そのため、議会での統一した見解

が必要と考える。 

Ｑ：井原市では議員倫理条例の行動規範が緩すぎるとの意見がある。新宮市議会

では条例制定後、厳しい、緩いなど、どのような意見があるか。 

Ａ：市民から、請負や指定管理者において親等規制を設けるべきとの要望が、議

長及び市長に提出されたことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（所感） 

 

委員長 大 滝 文 則 

 

「橋本市議会」 

①重複質問の調整について 

橋本市議会では議長、副議長、議会運営委員会正副委員長との協議を始め、出

来るだけ質問が重ならないように議員の自覚と認識の醸成を進めているが、全

ての調整は出来ないとの事でした。 

井原市議会では通知書を事務局に置いて各議員に周知しているところですが、

全ての重複質問の調整機能とはなっていない状況です。また、平成３０年の集中

豪雨後の定例会では災害関係の質問者が８名でした。 

現在は、重要な事案発生時においては、ある程度の重複質問はやむを得ないと

考える。 

しかしながら、市民の方から信頼を得られない質問であってはならないこと

も間違いないところである。 

今後は、会派間の調整等でこの件について、問題解決に向けて協議して行くこ

とが肝要と考える。 

 

②議選監査委員の廃止について 

今後ますます多様で複雑な行政運営が想定される中では、井原市議会でも議

選監査委員を廃止し、専門的な知見を有する監査委員を専任する方向で議論を

することが重要であると考える。 

 

 

「新宮市議会」 

新宮市議会の政治倫理条例策定においての経緯や課題について説明頂きまし

た。現時点では問題はないとの事でしたが、各議員の道徳・倫理観での運用であ

り、理念条例のような一面も見え、今後、明確な見解も必要と思われる。 

井原市議会の政治倫理条例においても同様であり、明確な基準策定を進める

事が必要と考える。 

  



（所感） 

 

副委員長 山 下 憲 雄 

 

視察先：和歌山県橋本市、新宮市 

 

和歌山県橋本市＝議選監査委員の在り方について他 

議会選出の監査委員について普段から必要性について思う所があった。平成

２９年に自治法改正で議会選出の監査委員が選ばなくてもよくなった。橋本市

でもこの自治法改正に基づいて議会選出の監査委員は廃止された。私も廃止を

支持する意見を持つ。 

その理由は、 

① 議会費も行政予算に含まれるため議員が監査することは独立性に欠ける。 

② より専門性の高い人材に監査はゆだねるべきである。 

③ 議員は議会での審査を通して監視することに注力すべきことと思う。 

④ 議会選出の監査委員が短期間で交代する弊害がある。 

⑤ 監査員には守秘義務があり、議会での議論に制約がある。 

こうしたことから本議会も重要な検討課題である。 

 

和歌山県新宮市＝政治倫理条例について 

政治倫理条例は、首長、議員が地位や影響力を不正に行使して、特定の者の利

益を図ることがないように必要な措置を定めたものである。しかし、運用にあた

っては様々な限界を感じる。 

先ず、法的拘束性の限界がある。条例は法的拘束力持つ場合と持たない場合が

ある。ない場合に議会内で懲罰的措置や辞職勧告がよく見かけられるが、これら

は強制力を持たない。 

実効性において、新宮市でも政治倫理審査会の設置や、審査請求の手続きが整

備されているようだが、実際の運用が不十分であれば効果は限定的である。 

策定について、議会での策定の場合には、対立や意見の不一致で策定が遅れる

可能性がある。 

行政内部での策定は、議会に比べて市民の目に触れにくく、透明性が低くなる

可能性がある。 

結論としては、議会と行政が協力して策定することが望ましいのではないか。

議会が諮問の声を聴いて反映し、行政が専門的な知識を提供することで、実効性

のある政治倫理条例を策定していきたい。 

以上 

  



（所感） 

 

委員 多 賀 信 祥 

 

橋本市 

重複質問の調整について 

本来、会議時間の貴重性を考えると質問の重複は極力避けるべきと考える。 

これまでの井原市議会でも、通告書の閲覧による対策をとってきたことを考

えると、以前より課題とされていたのだと考える。 

詳細について規定することは難しいかもしれないが、現状を分析し、改めて課

題として協議したい。 

この課題の解消については、他市議会の手法を参考にすると、発言順を通告順

にしたり、通告後本会議において質問を取り消せるようしたりにするなどの対

策も考えられる。 

今回の研修を参考にするのであれば、通告書の記入に関するガイドラインも

方法かもしれないが、現状であれば会派内での重複については井原市議会でも

実行できると考える。 

 

議選監査委員制度 

本来の議選委員による監査に求められていた役割があるように思う。 

調べる中で気づいた点は、監査業務の監査の役割もあったのではないかと考

えている。 

また、他市においては、議選監査委員の本来の役割について議論したのち、ガ

イドラインを設けられている事案も目にした。 

改めて、その役割について検証し今後の方針を検討するべきと考える。 

また、もしも議選監査委員を廃止する場合は、個別外部監査についても併せて

検討したい。 

 

 

新宮市 

資料を詳細に用意していただき、経緯についてよく理解できた。 

市民請求権の要件を協議の中で緩和されたことは素晴らしいと思った。 

新宮市については、市長等も含んでの条例であるために可能となっているの

だと思うが、政治倫理審査会について、市長の諮問機関とされていることについ

て合理性と実効性が感じられた。 

井原市議会政治倫理条例では、議員が審査会委員となっているが、その点につ

いて改めたい。 

市民請求権についても併せて考えたい。 

  



（所感） 

 

委員 西 村 慎次郎 

 

【和歌山県橋本市】  

重複質問の調整（仮通告の導入）並びに議選監査委員の廃止について、視察を

行った。  

重複質問の調整は、事前通告（大項目、中項目、質問要旨など記載されたもの

で、開会後に本通告として受け付けるもの）締め切り後に、正副議長、正副議会

運営委員会委員長の４人において、重複質問の有無を確認し、重複質問があれば

質問者間で協議・調整を行っているしくみであった。大項目・中項目等が同じで

あっても、それぞれの議員の質問の角度、質問のゴールが異なる可能性もあり、

重複質問と判断して調整していくというのは難しいと感じた。現在本市議会で

行っている通告書受付済みの閲覧をするしくみは、重複質問の抑制につながる

しくみで、この閲覧を紙媒体のみでなく、グループウェア上で共有するしくみも

あってもよいと思う。また、現在の井原市のしくみでは、通告書を後に受け付け

ても、実際の一般質問の順番が先になる場合もあるので、重複質問と思える質問

がある場合には、少なくとも先に通告書を提出した議員が一般質問の順番も先

になってほしい。  

議選監査委員の廃止については、井原市がどうするかを決めるだけかなと思 

う。平成３０年４月１日法改正以前まで、なぜ、議選監査委員の義務付けがされ

ていたのか、その経緯・理由なども踏まえ、今後の井原市の方向性を検討してい

きたい。 

 

【和歌山県新宮市】 

政治倫理条例について、視察を行った。 

兼業の禁止に関する事項について、新宮市の政治倫理条例は、地方自治法の 

範囲での規定で、特段踏み込んだものではなかった。 

本市議会と異なるのは、市長等も含めた倫理条例となっていること、審議会 

委員が第三者で構成されていることぐらいであった。 

新宮市の政治倫理条例の策定の狙いが、議員等の身分の明確化とされており 

本市議会が見直しをする場合にも、目的・狙いを明確にし、議員全員共通認識し

た上で行う必要があると感じた。 

 

  



（所感） 

 

委員 坊 野 公 治 

 

和歌山県橋本市 

重複質問の調整（仮通告の導入）について 

仮通告を定例会開会日の１週間前、通告を開会日の５日前の正午までに事前

通告として提出。効果としては、重複質問の解消、執行部との十分なすり合わせ

が出来るとのこと。締め切り後、議長、副議長、議会運営委員会正副委員長にお

いて重複質問の有無を確認し、協議、調整を行っている。 

現在、本市議会においては、通告書提出順に事務局で確認できる。早いもの勝

ちではないが、ある程度調整できていると考える。質問が重複して、自分が想定

している答弁が先の質問で出た場合には、質問を取りやめるというのも一つの

方法ではないかと考える。 

 

議選監査委員の廃止について 

 平成３０年の地方自治法の改正により、議選監査委員の選出の義務づけの緩

和により、議選監査委員の廃止を検討。慣例的に議長経験者が充て職として２年

就任していたが、専門性を担保することが出来ないとして廃止の決定。 

 現在、本市においては議選監査委員を選出しているが、役割が不明確で、監査

として議会へのフィードバックがほぼ無い。さらにもう一人は市職員のＯＢで

あることから、外部からの第三者的な監査が行われていない。議会の一つの役職

となっているが、本来の役割から考えれば、議選監査委員の廃止を考えるべきで

ある。 

 

和歌山県新宮市 

政治倫理条例について 

 新宮市の倫理条例は、市長、副市長、教育長、議員が対象となっている。特徴

としては、市から補助金を受けている団体等の代表に当たる職に就任しないこ

と。また議員は法令等により就任する必要があるものを除き、市等が設置する委

員会及び審議会等の委員に就任しないこととなっている。自治会長に就任する

ことも禁止していることに関しては、本市においては検討する必要がある。 

 市請負契約等に関する遵守事項では、市長及び議員が役員をしている法人又

は団体、並びに実質的に経営に携わっている企業は、地方自治法第９２条の２、

第１４２条、第１６６条及び第１８０条の５の規定の趣旨を尊重し、市が行う工

事等の請負契約、業務委託契約、物品購入契約を辞退するよう努めなければなら

ないとある。親等規定を定めてなく、議員の良心に委ねている条文であるが、だ

からこそ議員各人の自覚が問われると考える。本市においても該当事例はある

が、排除するのではなく、自ら襟を正して自粛するべきと考える。 

 また政治倫理審査会を外部の人にしていただくことは、公平な視点から見て

本市でも考えていく必要がある。 

  



（所感） 

 

委員 上 野 安 是 

 

橋本市議会 

 

「重複質問の調整（仮通告の導入）について」 

最終的には、当該議員間での個別調整となるとのことであった。現在井原市議

会では、通告順にその内容が閲覧できるよう運用しているので、これを周知させ

ればスムーズに行くのではと考える。 

 

「議選監査委員の廃止について」 

廃止に向けた前向きな検討を進めて行くべきと感じた。 

 

 

新宮市議会 

 

「新宮市政治倫理条例について」 

新宮市の条例は、市長等及び議員の責務について規定されたものであった。 

これにより議員は、議会審議の公正公平性を担保するため、法令等により就任

の必要がある場合を除き、市等の委員会や審議会などの委員に就任しないこと

となる。補助金を受ける自治会の会長職まで、この要件に該当させているとのこ

とに少々驚いた。 

明確にするのは良いことだが、そこまでの必要性があるか、検討の余地がある。 

市請負契約等に関する順守事項についても明確に厳格に定められていたが、

井原市議会にそのままあてはめることができるか、しっかり検討しなければな

らない。 

政治倫理審査会は、常設で外部の方に委員を委嘱されていたが、公正を期すと

いうことでは、その方法が良いと考える。 

以上 

 

  



（所感） 

 

委員 宮 地 俊 則 

 

【和歌山県橋本市議会】 

 

・重複質問の調整（仮通告の導入）について 

  橋本市議会では、平成２３年に重複した一般質問を是正するため、仮通告を

導入し、開会日の５日前までに事前通告をすることとした。その後、議会運営

委員会で質問を確認し、重複質問者間で調整させることで解消させていたと

のこと。しかし、平成２８年には仮通告をやめ、事前通告締め切り後、重複質

問があれば質問者間で協議・調整することとしたとのことである。 

本市においても重複質問、すなわち同じテーマの質問はしばしば見受けられ

る。ある会派の議員が代表質問で総論的な質問をし、その後の個人質問で同じ

会派の議員が各論について質問を掘り下げていく、といった手法は当たり前の

ように行われていたことであり、何ら問題はないと思う。また、大きな災害や

事件・事故の後、そのことに関する質問が集中するのは、それだけ市民・議員

にとって関心の大きさの表れであり、致し方のないものである。 

要は同じテーマであっても質問の内容、切り口を変えていけば全く別の質問

となり、あるいはさらに深堀りした質問によって、より有効な答弁を引き出す

など、工夫次第でいくらでも可能であると思う。 

ただし、まったく同じ質問の内容で同じ答弁を求めるようなものであれば、

後からの通告者はその質問を取り下げた方がよい。これは議員としてのマナー

だと思う。井原市議会ではその対策として通告書が受理され次第、事務局で各

通告書を閲覧できるようにしており、これで十分だと考える。 

  なお、橋本市では通告書に対する答弁書を該当議員に提出しているとのこ

とである。これは一般質問の質疑答弁を、よりかみ合ったものにしたいとの思

いから、時の市長の提案だそうである。まさに英断であり、大いに参考とした

い。 

 

・議選監査委員の廃止について 

橋本市議会では議会選出監査委員の廃止の理由、きっかけというのが、従来

より議長が就任する申し合わせになっており、決算審査などで指摘することが

はばかられる状況があったからとのことである。井原市議会にはこのような申

し合わせなど元より無く、申し合わせを止めればよいことだと感じた。 

ただ、監査委員にはより専門性を担保させることは必要なことであり、監査

請求があった時などには外部監査が求められることとなる。 

この個別外部監査制度の導入は以前より議論されていることだが、財政面・

人材面などから未だに結論が出ていない。 

本市もそろそろ結論を出すべき時期に来ていると思う。そうなった時には、

議選監査委員の廃止などは当然であり、何ら問題はないものである。 

 



【和歌山県新宮市議会】 

 

・新宮市政治倫理条例について 

新宮市議会では、当初議員間のトラブルから利権がらみの疑いに発展してい

ったことが、倫理条例を策定するきっかけとなったようである。 

新宮市政治倫理条例の特徴は、議員だけでなく市長など当局も含めた条例で

あること、また、政治倫理審査会は市長の諮問機関となっていることである。

審査会委員も外部より事前に委嘱するなど本市とかなり異なっている。また、

市より補助金を受ける団体の代表の就任禁止規定では、自治会長も該当すると

して議会全員が徹底している点には感心するばかりであった。 

しかし、紆余曲折を経て施行された政治倫理条例であるが、逆にその内容は

まさに『理念条例』であり、細かな制約などはほとんどと言って無い。その代

わりに前議員から「政治倫理条例遵守宣誓書」を提出させている。こうした条

例で十分その機能が果たせるのか、正直心配に思われた。 

説明では、細かな制約を作って果たして運用できるのか、自分たちを縛って

しまうことになりはしないか、など一定の説得力はあったものの、それでもな

お心配であった。 

しかし、この条例でいまだに請求事例が無いということがそれを証明してい

るように思われる。 

 

  



（所感） 

 

議長 三 宅 文 雄 

 

〇和歌山県橋本市（７月２９日）での調査項目 

 

・重複質問の調整（仮通告の導入）について 

橋本市議会では、一般質問の時間は、質問、答弁を通じて１時間と決められ

ている。６月議会では、議長を除く全議員１７人が一般質問をされており、質

問内容についても、一人が何点も質問されていて、活発に質問戦が行われてい

るようである。当然ながら重複質問も出てくる。その解決策として、以前は仮

通告制を導入したが、現在では事前通告制のみとし、通告の締め切り後、正副

議長、議会運営委員会の正副委員長で重複質問の協議調整し、本通告へと段階

を踏んでされているということは、執行部に対する一般質問の進め方として大

いに評価できる。また、質問に対する回答も事前に執行部からもらっていると

いうこともあり、そのぶん質問の幅を広げることができるということにもなる。 

井原市議会では、一般質問の内容については、通告した議員個人の判断に任

せている。６月定例市議会においても同じような内容の質問が複数提出された

が、他の議員と重複した場合は、質問の視点を変えるなどの対応をしたようで

あるが、例えば会派内で調整するとか、また、次回に回す等の考え方には至ら

なかったのか、いずれにしても事前の調整が必要であると思う。 

 

・議会選出監査委員の廃止について 

井原市では、長年に渡って、自治体行政に見識を持つ人の中から選任された

識見委員と市議会議員から選任された議選委員の２名で監査業務が行われて

きた。橋本市では、慣例的に前議長が充て職として議選監査委員に就任してい

た。十分に監査業務が行われていたとは言い難かったようである。のちに、監

査委員の独立性及び専門性をより担保するため、議員のうちから監査委員には

就任しないことを議会運営委員会で決定されたとのことである。現在では、元

銀行員とか、保険会社に勤務されていた方など、民間出身の方２名が監査委員

として業務に当たっておられる。執行部から事業の進捗状況や予算の執行状況

の説明を受ける際にも、民間出身者という立場から、市民目線での審査が可能

となり、より公明公正に監査業務を実施することができると思う。 

井原市においても、外部監査の導入については、再三議論されてきたが、業

務の独立性、公平性や費用対効果をも検証しながら、再度検討していただきた

いものである。 

 

〇和歌山県新宮市（７月３０日）での調査項目 

 

・新宮市政治倫理条例について 

近年、地方議会議員の行動や発言に対する市民の目が厳しくなってきた中、

新宮市議会では、令和３年３月２４日に定数６名で「政治倫理条例策定特別委



員会」を立ち上げ、また、次回に開催された委員会では、条例対象者に、市三

役をも含めることとした。請負、指定管理の遵守事項では、企業における公職

者本人の身分を明確化し、該当する役員等であれば、市の事業の請負を禁止と

し、親等規制は設けないことにしている。計１０回の特別委員会を開催し、同

年１２月１６日には「新宮市政治倫理条例」が交付されている。僅か９か月と

いう短期間で条例を制定するに至ったいうことは、本当にすばらしいことであ

る。また、政治倫理審査会は、市長が委嘱、市長の諮問機関とし、市民からの

調査請求の条件としては、有権者の２００分の１以上の連署としている。新宮

市の政治倫理審査会は、政治倫理に高い見識を持つ人５人以内で組織するとし

て、現在は、大学教授や行政書士、司法書士、人権擁護委員などで構成してい

るとのことである。どこの議会もそうだが、自治体が発注する工事や物品の購

入に際して、入札に参加し受注する、いわゆる請負契約や随意契約に関係して

いる議員は少なからずいる。新宮市議会でも、相当議論したそうだが、条例が

できてしまえば、あとは運用だけの問題だと思う。 

井原市議会でも今回の視察を参考にして早期の条例制定に向けて動いてい

ただきたいものである。 

 


